
令和 6年度 

逆井中学校生徒サポートの会定期総会(書面) 

逆井中学校生徒サポートの会 

日 程 令和６年４月１９日（金） 

１． 報 告 

（１） 令和５年度逆井中学校生徒サポートの会事業及び活動報告 

（２） 逆井中学校生徒サポートの会表彰者 

２． 議 事 

（１） 令和５年度逆井中学校生徒サポートの会一般会計決算報告承認に関する件 

（２） 令和５年度逆井中学校生徒サポートの会特別会計決算報告承認に関する件 

（３） 令和５年度逆井中学校生徒サポートの会一般会計及び特別会計監査報告承認に関する件 

（４） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会会則本部役員人数変更承認に関する件 

（５） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会事業計画(案)承認に関する件 

（６） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会一般会計予算(案)承認に関する件 

（７） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会特別会計予算(案)承認に関する件 

（８） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会役員選出承認に関する件 

（９） 令和６年度逆井中学校生徒サポートの会顧問承認に関する件 

《決議への流れ》 

 ・４月１１日（木） 

逆井中学校生徒サポートの会書面総会のご案内配布 

総会資料の逆井中学校ＨＰへの掲示 

 

 ・４月１１日（木）～１８日（木） 

議事に対しての反対、または質問等の受付 

【生徒サポートの会メール】 sakasapokai@gmail.com 

    ※ご質問等は本部担当者より折り返し回答いたします 

Tel ：０４－７１７５－０３３５（逆井中学校 安井教頭宛） 

 

・４月１９日（金） 

議事に対しての反対、または質問等確認、対応したうえで、決議。 

逆井中学校生徒サポートの会会則第 6章第 18条により、異議申し立てが会員数の 

3分の 1以下の場合に承認とさせていただき、新年度体制をスタートいたします。 

mailto:sakasapokai@gmail.com
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令和５年度 逆井中学校生徒サポートの会事業及び活動報告 

 

事業及び活動報告を学期毎に報告しているため再掲して報告といたします。 

   生徒サ発 005_一学期活動報告 

   生徒サ発 010_二学期活動報告 

生徒サ発 015_三学期活動報告 

 

   なお、活動における組織図は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

総 会 

会計監査 

逆井中学校生徒サポートの会 
 

 

 

・サポートの会事務局 

・学校との連絡調整 

・ボランティアとの連絡調整 

・総会の運営 

・予算執行に関すること 

・近隣関係団体との連携 

本部活動 生徒サポートの会会費 

＜本部役員＞ 

会長１名 

副会長３名 

会長補佐３名以内 

書記３名(うち教職員１名) 

会計３名(うち教職員１名) 

会計監査２名 

ボランティア活動 
※生徒のための活動を無理のない範囲でご協力いただきます。 

・除草作業    ・バザー手伝い 

・柏市 PTA 連絡協議会講演会参加    ・青少協フェスティバル手伝い 

・地域パトロール   ・教育ミニ集会参加 

・地域夏祭りパトロール  ・本部役員選考 など 

学校運営協議会 
（コミュニティスクール） 

柏市 PTA 連絡協議会 

近隣関係団体 

・”十色”咲かそう会 

（学校支援ボランティア） 

・逆井・藤心地区 

 青少年健全育成推進協議会 

・柏市少年補導委員 

・藤心地域ふるさと協議会 

・南部地域ふるさと協議会 

お や じ の 会 
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生徒サポートの会発 第５号 

令和 5 年 7 月 20 日 

逆井中生徒サポートの会会員の皆様 

柏市立逆井中学校生徒サポートの会 

会長 下藤 比呂美 

sakasapokai@gmail.com 

令和５年度一学期活動報告 

 

日頃より生徒サポートの会の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 

暑さが本格的になり、いよいよ夏休みに突入しますが、会員の皆様もお変わりなくお過ごしでしょう

か。生徒サポートの会の一学期の活動について、以下の通り、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動報告及び２学期の予定 

＜本部活動報告＞ ・5/6 本部会議  ・5/6 逆井藤心地区青少協、総会・懇親会 

・5/10 学校運営協議会  ・5/18 柏市 PTA 連絡協議会総会・懇親会 

・5/22 学校(校長先生、教頭先生)との打ち合わせ 

・5/28 藤心ふるさと協議会、ごみゼロ  ・6/10 野菜提供農家様挨拶回り 

・6/11 第 1 回青少協補導部会議  ・6/16 青少協補導部定例夜間パトロール 

・6/17 藤心ふるさと協議会、協力団体代表者会議 

・6/18 十色咲かそう会、校庭整備、南部ふるさと協議会、南部まつり実行委員会 

・6/23 青少協補導部定例夜間パトロール  ・6/24 かたくり会 

・7/1 第 2 回青少協補導部会議 

・7/2 柏市 PTA 連絡協議会、会長研修会・懇親会 

新型コロナウイルスが５類に引き下げられ、子どもたちもコロナ禍前の学校生活に戻りつつあり、校舎に歌

声や子どもたちの元気な声が響き渡る光景を大変嬉しく思います。 

生徒サポートの会としても、子どもたち一人一人が充実した学校生活を送ることが出来るよう引き続き、保

護者の皆様のご理解、ご協力をいただきながら、地域との連携や行事の準備など行ってまいります。２学期は、

保護者の皆様へ、行事等のお手伝いのお願いも予定しております。日程等をご確認いただき、お手伝い募集の

お手紙配布の際は、是非、ご協力をお願いいたします。今後も皆様からお預かりしているサポートの会会費を

子どもたちの為に大切に活用させていただきながら、保護者の皆様の少しずつの力を集結して学校全体を盛り

上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

毎日の酷暑の中、生徒達は総体やコンクールに向けての練習に余念がありません。私も週末毎に大会会場に足

を運ばせてもらっていますが、一生懸命頑張る生徒の姿は本当に感動的で、勇気をもらえるものです。どの部活

も満足感をもって終われるよう全力を尽くして欲しいです。 

さて先日、２学期に行われるバザーのため、サポートの会会長、副会長さん達にご案内いただき、近隣農家 20

数軒へのご挨拶周りに伺ってきました。どの農家様も、温かく迎えてくださり、協力的で心強く感じました。逆

井中は地域や保護者に支えられている学校だということを強く実感しました。これからも皆様と共に子どもたち

の成長を促していける学校でありたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

飯田校長挨拶 

下藤会長挨拶 

mailto:sakasapokai@gmail.com
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・7/6 南部こどもの広場運営委員会 

・7/8 逆井藤心地区青少協、運営委員会、防犯啓発活動 

・7/15・7/16 南部ふるさと協議会、南部まつりパトロール 

・7/17 南部まつり片付け  ・7/18 副会長打ち合わせ  

・7/27 学校運営委員会（予定） 

※書記：随時 印刷物作成、印刷作業等 

※会計：随時 銀行対応、支払い準備等   

 

＜２学期の予定＞ 

(※保護者皆様にお

手伝いやご協力を

お願いする行事) 

 

●９月８日（金） 除草作業 １４：３０～  

※体育祭に向けて、校庭を中心に整備を行います。 

●１０月２日（月） バザー日用雑貨値札付け 

●１０月３日（火） バザー日用雑貨値札付け 

●１０月１８日（水） 市Ｐ連研究協議会（講演会に参加） 

●１０月２５日（水） バザー前日準備（野菜の仕分け作業） 

●１０月２６日（木） バザー当日（野菜・日用雑貨販売） 

●１１月２５日（土） 青少協フェスティバルお手伝い（駐輪場・児童のお世話） 

※藤心小・逆井小・増尾西小の児童によるドッジボール大会を逆井中学校校庭で開 

催します。 

 

 

２．配布文書の HP 掲載について 

 昨年同様、今年度も、生徒を通じて配布した文書を逆井中学校 HP に掲載いたします。パスワード付

きで掲載いたしますので、以下の通りご確認ください。 ※画像イメージは昨年度のものです。 

 

 【パスワード】saka22  

※パスワードは取り扱いにご注意ください。また、年度を通して利用します。  
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生徒サポートの会発 第 10 号 

令和 5 年 12 月 20 日 

保護者各位 

柏市立逆井中学校生徒サポートの会 

会長 下藤 比呂美 

令和５年度二学期活動報告 

 

日頃より生徒サポートの会の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 

今年も残すところあと僅かとなりましたが、会員の皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。 

生徒サポートの会の二学期の活動について、以下の通りご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動報告及び今後の予定 

＜本部活動報告＞ ・8/11・8/12・8/19・8/20 夏祭りパトロール  ・8/26 青少協補導部会議 

・8/31 本部会議、会議室清掃  ・9/9 青少協補導部定例夜間パトロール 

・9/11 除草作業  ・9/13 かたくり祭お手紙準備 

・9/15 青少協補導部定例夜間パトロール ・9/17 南部ふるさと協議会実行委員会 

・9/18 バザー提供品引取り  ・9/30 バザー日雑回収、本部会議 

・10/2・10/3・10/5 バザー日雑回収、値札付け  ・10/10 学校と打合せ 

・10/16 バザー野菜提供農家様事前連絡  ・10/18 市Ｐ連研究協議会 

・10/19 バザー準備  ・10/25 バザー野菜受取り、前日準備 

・10/26 バザー当日運営  ・11/4 南部ふるさと協議会、文化祭ふれあいの集い 

・11/7  学校運営協議会  ・11/10 青少協補導部定例夜間パトロール 

・11/18 ふるさと座談会 

・11/25 青少協フェスティバルお手伝い、青少協補導部会議 

・12/8 青少協補導部定例夜間パトロール  ・12/10 サポートの会倉庫整理 

2 学期の大行事であるかたくり祭の『バザー』は大盛況でした。様々な品を提供くださった皆様に感謝し

ています。特に野菜の提供については、既に暑くなりつつあった 6月のとある土曜日に、サポートの会の新

旧役員の方々と共に地元農家 20 軒余りを巡り、「バザーでの野菜出品」をお願いして回らせてもらったこ

と、地域を知る上でも大変有意義で楽しく、そして有難く思っています。準備に携わってくださったサポー

トの会の皆様に感謝しております。その他にも除草作業、青少協フェスティバル等、多くの場面でご協力い

ただいています。今後も皆様のお力を借り、保護者・地域と共にある学校つくりに邁進していきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

飯田校長挨拶 

日頃、生徒サポートの会の活動にご理解ご協力くださり、誠にありがとうございます。 

行事が盛り沢山の２学期でしたが、教職員、保護者、地域の皆様のご協力に加え、親父の会ＯＢの皆様の力

もお借りし、サポートの会として子どもたちのための活動を行うことができました。 

 体育祭では、近隣校から沢山のテントをお借りしたことから、保護者の皆様からお預かりしている生徒サ

ポートの会の会費で、生徒でも簡単に設置できるワンタッチテントの購入の検討など、活動も会費も直接生

徒に還元できるような分かりやすい組織づくりを目指してまいります。今後とも「逆井中生のために、出来

る事を出来る人が無理なく楽しく参加する活動」へのご理解ご協力をお願いいたします。 

下藤会長挨拶 
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・12/13 会長、副会長打合せ  ・12/20 会計監査 

・12/26 十色咲かそう会すいとん作り手伝い（予定） 

・12/27 冨士浅間神社清掃（予定） 

・12/26～12/28 青少協補導部定例夜間パトロール（予定） 

※書記：随時 印刷物作成、印刷作業等 

※会計：随時 銀行対応、支払い準備等   

 

 除草作業、市 P 連研究協議会講演会、バザー等、多くの方にご参加・ご協力いただき各活動を滞りなく実

施することが出来ました。ありがとうございました。 

 

２．バザー報告 

 ①収支：189,067 円 

   ・収入：213,400 円（野菜：102,000 円  日雑：111,400 円） 

   ・支出： 24,333 円（諸経費） 

 ②総括 

  農家様のご厚意により多くの新鮮なお野菜をご提供いただき、また多くの皆様より日用雑貨品や制服

等ご提供いただき、昨年度を上回る活動費が集まりました。ありがとうございました。今回の活動費は、

生徒用のテント購入に充てることを検討しております。 

 

３．令和６年度逆井中生徒サポートの会の会員について 

 皆様には会費のご協力をお願いしております。ボランティア活動については、自由参加となりますので、

その都度、お手紙、すくすくメール、ホームページ(PTA 欄)にて募集いたします。生徒サポートの会の活動

にご賛同いただけない方、入会を希望されない方、ご不明な点ご質問等がございましたら、お手数をお掛け

いたしますが、生徒サポートの会へご連絡ください。 

【生徒サポートの会メール】 sakasapokai@gmail.com 

 

４．配布文書のＨＰ掲載について（再掲） 

 昨年同様、今年度も生徒を通じて配布した文書を逆井中学校ＨＰに掲載しております。 

パスワード付きで掲載いたしますので、以下の通りご確認ください。 

 【パスワード】saka22 

※パスワードは取り扱いにご注意ください。また、年度を通して利用します。 

 

mailto:sakasapokai@gmail.com
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生徒サポートの会発 第 15 号 

令和 6 年 3 月 4 日 

保護者各位 

逆井中学校生徒サポートの会 

会長 下藤 比呂美 

令和５年度三学期活動報告 

 

日頃より生徒サポートの会の活動にご協力いただきありがとうございます。日ごとに暖かさを感じられ

るようになりましたが会員のみなさまもお変わりなくお過ごしでしょうか。 

 生徒サポートの会の三学期の活動について以下の通りご報告いたします。 

 会員の皆様のご理解ご協力のもと今年度各活動を滞りなく実施することができました。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動報告及び今後の予定 

＜本部活動報告＞ ・1/6 藤心ふるさと協議会新年懇親会  ・1/7 本部会議 

・1/12 青少協補導部定例夜間パトロール 

・1/13 南部ふるさと協議会企画部会、新年会  ・1/25 新入生保護者説明会 

・2/3 市 P 連ミュージックフェスタ  ・2/4 逆井藤心地区青少協運営委員会 

・2/9・2/16 青少協補導部定例夜間パトロール 

・2/17 逆井藤心地区青少協研修イベント、青少協補導部会議 

・2/22 学校運営協議会、本部役員選考委員会  ・3/3 本部会議 

・3/4 ワンタッチテント納品立ち会い  ・3/8 逆井中卒業式（予定） 

まもなく令和 5年度が終わります、振り返ればあっと言う間の 1年でした。その間、逆井中は本当に多く

の皆様に支えられている学校だと実感することができました。特に生徒サポートの会の皆様には、様々な行

事を共に作り上げていただきました。除草作業やパトロール等の目立たない部分では、安心で安全な環境を

整えるという意味で、生徒達を陰からサポートしていただきました。心より感謝申し上げます。 

保護者の皆様の中には学校でのサポート活動にはなかなか参加できないという方もいらっしゃると思い

ます。しかしながら、学校やサポートの会の活動にご理解いただいているだけで、大変有難く、勇気をいた

だけています。ありがとうございます。今後も生徒達のために様々な形でのご支援をお願い致します。1年

間ありがとうございました。 

飯田校長挨拶 

早いもので令和 5年度も残すところあとわずかとなりました。今年度は、令和 4年度からスタートした新

体制を整えることに本部役員全員で取り組みました。学校との連携、保護者の皆様のご協力、近隣関係団体

のご支援のお陰で、生徒の安心安全で充実した学校生活をサポートすることが出来ました。令和 6年度にお

いては、「会費と活動の見える化」をテーマに保護者の皆様が負担なく気軽に参加できる活動と生徒のため

の会費活用の見直しに力を入れて、本部役員の人数も増やし、無理なく改革を進めてまいります。1 年間、

逆井中学校生徒サポートの会へご理解ご協力をいただき、本当にありがとうございました。 

下藤会長挨拶 
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・3/9 南部ふるさと協議会多世代意見交換会（予定） 

・3/10 市 P 連会長研修会、懇親会（予定）  ・3/22 年度末会計監査（予定） 

・3/23 十色咲かそう会総会（予定）  ・3/28 給食監査（予定） 

※書記：随時 印刷物作成、印刷作業等 

※会計：随時 銀行対応、支払い準備等   

 

 

 

２．生徒サポートの会からのお知らせ 

・2 月 22 日（木）に選考委員をお引き受けいただいた、3 年 3 組 佐原様（委員長）・2 年 1 組 岩本様・

2 年 3 組 笠原様・1 年 3 組 藤田様・1 年 5 組 吉田様にて、本部役員選考委員会が開かれ、4 月の総会に

向けて本部役員が無事選出されました。次年度の本部役員は、会則を改定し、副会長と会長補佐の人数を増

やして役割分担をしながら負担のない活動が行えるようにします。 

また、選考委員会の仕組みについても保護者の皆様に負担がないよう、会則の改定を検討します。 

 

・3 月 4 日（月）にワンタッチテント 6 台が納品されます。生徒サポートの会として大きな支出となりま

すが、生徒の熱中症対策、近隣の学校から借りることがなくなり、簡単に設置できるため先生や生徒の負担

軽減となります。 

 

・3 月 8 日（金）の卒業式では、“逆井中学校を忘れず、誇りを持って羽ばたいてください”という保護

者からの想いを込めて、生徒サポートの会より卒業生へ校舎の写真が印刷された QUO カードを贈ります。

物価高騰を考慮し、今年度より QUO カードを 500 円から 1000 円に変更します。 

 

・4 月 10 日（水）の入学式では、“逆井中学校の生徒として、３年間胸を張って充実した学校生活を送っ

てください”という保護者からの想いを込めて、生徒サポートの会より新入生へ校章を贈ります。 

 

・令和 6 年度定期総会も例年通り書面総会とします。尚、会則等の改定も行いますので、4 月以降に配布

する総会資料でご確認ください。 

 

 

３．令和 6 年度逆井中生徒サポートの会の会員について（再掲） 

 皆様には会費のご協力をお願いしております。ボランティア活動については、自由参加となりますので、

その都度、お手紙、すくすくメール、ホームページ(PTA 欄)にて募集いたします。生徒サポートの会の活動

にご賛同いただけない方、入会を希望されない方、ご不明な点ご質問等がございましたら、お手数をお掛け

いたしますが、生徒サポートの会へご連絡ください。 

【生徒サポートの会メール】 sakasapokai@gmail.com 

 

 

mailto:sakasapokai@gmail.com
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令和 5 年度 逆井中学校生徒サポートの会表彰者 

 

逆井中学校生徒サポートの会より感謝状 

◆ 逆井中学校生徒サポートの会本部退任者に贈呈 

（会計監査を除く／敬称略） 

 

 

・西澤 太郎 （令和 5年度 会長補佐） 

 

以上 1名 
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逆井中学校生徒サポートの会会則  
 

第一章  総 則 

 

第 1条 本会は、逆井中学校生徒サポートの会と称する任意団体であり、柏市立逆井中学 

 校内（柏市逆井５５５）におく。 

              

第 2条 本会は、次の会員をもって組織する。 

１ 本校に在学する生徒の保護者または、これに代わる者。（以下、保護者等と 

  する） 

２ 本校に勤務する教職員。 

３ 本会の趣旨に賛同し、本会会長の承認を受けた者や団体。（以下、協力会員 

  とする） 

 

第 3 条 本会は家庭と学校との緊密な連絡提携をはかり、すべての生徒の健全育成をはか

るとともに、会員相互の教育をたかめることを目的とする。 

 

第 4条 本会の入退会については、次の通りとする。 

 本会の目的や趣旨から、第 2条に該当するすべての保護者及び教職員の入会が望 

ましい。 

    １ 入学時に入会または非入会の選択をする。非入会の場合のみ所定の用紙を提 

出する。 

２ 非入会は、所定様式による非入会届を提出し、非入会とする。非入会届を提 

出後に入会を希望される場合は、入会届を提出し、年度の途中でも入会する 

ことができる。 

３ 退会は、所定様式による退会届を提出し、退会とする。退会後に再入会届を 

提出することで年度の途中でも再入会することができる。 

 

第 5条 本会は、教育を守る民主団体として次の方針に従う。 

１ 本会は、生徒の教育に関係ある他団体に協力する。 

２ 他のいかなる団体、及び機関の支配や干渉、または圧力を受けるものでは 

ない。 

    ３ 非営利的、非宗教的、非政治的団体として運営される。 

    ４ 学校行事や、管理及び人事に干渉しない。 

 

第 6条 本会は、第 3条の目的を達成するために次の活動を行う。 

１ 学校教育の理解と協力に関する活動。 

２ 学校の教育的環境の整備。 

３ 会員の研修会などの開催。 

議案（4） 
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４ 会員の厚生に関する活動。 

５ 会員相互の親睦。 

６ その他本会の目的達成に必要な活動。 

 

第二章  本 部 役 員 

 

第 7条 本校に次の本部役員をおく。 

会長 1名（保護者 1名） 

副会長 4名以内（保護者 4名以内） 

会長補佐 6名以内（保護者 6名以内） 

書記 3名（保護者 2名・教師 1名） 

会計 3名（保護者 2名・教師 1名） 

会計監査 2名（保護者 2名） 

本部役員及び会計監査は選考委員の推薦により、総会において承認をうける。 

選考委員会は、保護者または年度内で退任する本部役員で構成する。 

 

第 8条 本部役員の任期は 2年とする。但し、再任は妨げない。 

  欠員が生じた場合は必要に応じ後任を選出し、その任期は前任者の残任期間と 

する。 

 

第 9条 本部役員の任務は、次の通りとする。 

1 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

2 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときはその任務を代行する。 

3 会長補佐は、会長を補佐し会長及び副会長が事故あるときはその任務を代行 

する。 

4 書記は、会議の記録並びに庶務を司る。 

5 会計は、会費の収支にあたり監査を経た年間収支決算を総会に報告する。 

6 会計監査は会計の運営について監査し、総会に報告する。 

 

第三章  ボランティア 

 

第 10 条 本校のボランティア活動は、保護者の意思に基づき、生徒の学校生活をより充実

させるために、互いに協力しながら自主的に行うものとする。 

また活動内容については、教職員と協議を行いながら必要に応じて年度ごとに見

直すことができる。 

 

第四章  教 職 員 

 

第 11 条 本校の教職員は原則入会とし、本会の趣旨に賛同しない場合は、所定の用紙を提

出し非入会とする。退会届の提出、または異動・退職により退会とする。 



13 

 

第 12条 会費は求めないものとする。 

 

第五章  協 力 会 員 

 

第 13条 本会の趣旨に賛同し、本会会長の承認を受けた者や団体を協力会員として認める。 

 任期は 1年とし、再任は妨げない。 

  

第 14条 会費は求めないものとする。 

 

第六章  総 会 

 

第 15 条 定期総会は、会長が毎年 4 月に招集し、また必要があるときは臨時に招集するこ

とができる。 

 また会長が必要と判断したときには書面総会とすることができる。 

 

第 16条 総会においては、予算の承認、年度計画、役員の選出、会則の変更、決算の報告・

承認ならびにその他の審議をし、承認する。 

 

第 17条 総会は、委任状を含めて会員の 3分の 1以上の出席をもって成立する。 

 なお書面総会の場合には、総会資料を生徒及び教職員に配布または学校ホームペ

ージに掲載することで総会への出席数とみなす。 

  

第 18条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

 但し、会則の変更は、総会出席者の 3分の 2以上の同意を必要とする。 

 書面総会の場合には、所定の期日までに異議申し立てが会員数の 3分の 1以下の

場合に総会の決議とする。 

 

第七章  本部役員会 

 

第 19条 本部役員会は、会長、副会長、会長補佐、書記、会計で構成し、次のことを行う。 

 1 総会に提出する議案の作成 

 2 予算案の作成 

 3 決算書の作成 

 4 各委員会の連絡調整 

 5 細則の起案 

 6 その他、緊急事項の処理 
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第八章  会 計 

 

第 20条 本会の経費は、会費とその他の収支をもって充てる。 

 

第 21条 本会の会費は、一世帯月額 250円とし、兄弟姉妹が在校する場合は長子からのみ

徴収する。 

 

第 22 条 本会の会費は、学校の校納金と合算引落しとなるため、いったん全生徒から引き

落とされるが、会費徴収の必要のない分は、年度末までに引き落とし口座に振込

み返金とする。 

 

第 23条 本会の会計年度は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日をもって終わる。 

 

第九章  個人情報の取扱い 

 

第 24条  本会が個人情報を取り扱う場合には次の通りとする。 

 1 本会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定する 

   とともに、特定された利用目的の範囲を超えて、個人情報を取り扱わないもの 

   とする。 

 2 本会が取り扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供 

   は行わない。但し、法令に基づく場合、人の生命・身体又は財産の保護のため 

   に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合はこの限 

   りではない。 

 3 本会は、取り扱う個人情報の紛失、破壊又は流出の防止その他個人情報の安全 

   管理のため必要かつ適切な措置を講じる。 

 

第十章  顧 問 

 

第 25条 会長は、総会にはかり顧問をおくことができる。 

 

附則 

この会則は、昭和 56年 5月 30日より施行する。 

会長は、必要と認めた場合、細則をつくることができる。 

 

 昭和 59年 4月 21日一部改正  昭和 62年 4月 18日一部改正 

 平成 4年 4月 18日一部改正  平成 9年 4月 19日一部改正 

 平成 12年 4月 15日一部改正  平成 13年 4月 21日一部改正 

 平成 15年 4月 18日一部改正  平成 25年 4月 13日一部改正 

 平成 27年 4月 11日一部改正  平成 28年 4月 16日一部改正 
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平成 30年 1月 13日一部改正    令和 4年 4月 22日一部改正 

 平成 5年 4月 20日一部改正  令和 6年 4月 19日一部改正 

 

逆井中学校生徒サポートの会 細則 

慶弔規定 
 

 この規定は、逆井中学校生徒サポートの会会則の附則に基づき、逆井中学校生徒サポート

の会に入会の保護者及び全ての在校生に対する慶弔に関する事項を次のように定める。 

 1 生徒及び保護者について 

  見舞金 2週間以上の連続疾病による入院の場合、連絡（事務局）に基づき 

   3,000円とし、災害の場合は、実情により決める。 

  香 典 保護者等、生徒の場合は 5,000 円とする。 

  ２ 新入生、卒業生について 

   記念品を贈る。 

 ３ その他の慶弔等について 

   必要に応じて本部役員会で決定する。 

 

附則 

この細則は、昭和 57年 5月 1日より実施する。 

 

昭和 59年 4月 21日一部改正    平成 3年 4月 13日一部改正 

 平成 13年 4月 21日一部改正  平成 17年 4月 16日一部改正 

平成 28年 4月 16日一部改正    令和 4年 4月 22日一部改正 

 平成 5年 4月 20日一部改正   

 

逆井中学校生徒サポートの会 細則 

表彰規定 
 

この規定は、逆井中学校生徒サポートの会会則の附則に基づき、会員の表彰に関する事項

を次のように定める。表彰者は本部役員会で審議の上、決まり次第会員に報告する。 

 1 会員及び会員以外で本会の事業に協力し、その功労が顕著な者。 

 2 表彰にあっては、感謝状と謝礼の品を進呈する。 

 

附則 

この細則は、昭和 59年 4月 21日より実施する。 

 

平成 9年 4月 19日一部改正    平成 24年 4月 21日一部改正 
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 令和 4年 4月 22日一部改正   

 

逆井中学校生徒サポートの会 細則 

顧問規定 

 

この規定は、逆井中学校生徒サポートの会会則第 25 条に基づき、顧問に関する事項を次

のように定める。本会顧問は前会長及び前々会長とする。 

 

附則 

この細則は、平成 3年 4月 13日より実施する。 

 

 

逆井中学校生徒サポートの会 細則 

旅費規定 
 

 この規定は、逆井中学校生徒サポートの会会則の附則に基づき、会員の旅費、研修参加費

に関する事項を次のように定める。 

 1 旅費については、学校最寄り駅を起点とした公共交通機関利用を前提に切符代を支払 

  う。 

 2 研修参加費については、その招集書面に記載してある全額を支払うことを原則とする。 

 3 第 1項、第 2項の請求方法については、原則、添付書類として招集書面の写しを提出 

  すること、さらに第 2項においては、本部に事前に承認を得て、研修参加後すみやか 

  に本部に領収書を提出するものとする。 

 4 その他、これに拠らない場合等については必要に応じて本部役員会で処理し、本部役 

   員は後日会員に報告する。 

 

附則 

この細則は、平成 23年 4月 23日より実施する。 

 

 平成 28年 4月 16日一部改正  平成 29年 4月 16日一部改正 

 令和 4年 4月 22日一部改正   
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逆井中学校生徒サポートの会 

バザー特別会計規定 
 

 この規定は、逆井中学校生徒サポートの会会則第 20 条に基づき、バザー特別会計に関す

る事項を次のように定める。 

 1 バザーの円滑な運営と経理の適性を図るため、バザー特別会計に関する事項を次の 

  ように定める。 

 2 特別会計の経費は、バザーとそれに伴う収入をもって充てる。 

 3 収益の一部を、生徒活動費、備品に充てる。 

 4 支出の使途にあたっては本部役員会で適切に判断する。 

 

附則 

この細則は、平成 24年 4月 21日より実施する。 

 

 令和 4年 4月 22日一部改正  令和 5年 4月 20日一部改正 
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令和 6 年度 逆井中学校生徒サポートの会    

ボランティア計画（案） 
 

 

≪逆井中学校生徒サポートの会の基本方針≫ 

  家庭と学校との緊密な連絡提携を図り、生徒活動の援助に力を入れ、会員 

相互の理解を深めるとともに、研修意欲の向上を図る。 

 

≪本年度運営の要点≫ 

（1） 逆井中学校生徒サポートの会として、学校行事及び生徒活動への円滑な 

支援に努める。 

（2） 学校行事及び生徒活動への効果的な支援に努める。 

（3） 生徒の校内・校外生活の健全育成を推進し、学区内の環境整備に努める。 

（4） 地域の健全育成の諸活動を推進し、協力する。 

（5） 校内の施設等の環境整備、緑化に協力する。 

（6） 地域とともに逆井中学校生徒サポートの会主催バザーを運営する。 

 

 

ボランティア名 時 期 回 数 内  容 

パトロール 通年 任意 地域パトロール活動 

夏祭りパトロール 夏期 任意 地域の夏祭りのパトロール活動 

除草 2学期/平日 1回 除草活動参加 

本部選考推薦 3学期 任意 選考活動 

市 P連講演会 2学期/平日 1回 講演会参加 

バザー 2学期 1回 バザー前日準備 

2学期 1回 バザー当日準備 

教育ミニ集会 2学期 1回 教育ミニ集会参加 

青少協フェスティバル 2学期/週末 1回 青少協フェスティバル（ドッジボール）手伝い 

こども１１０ 1学期 1回 こども１１０協力者の方へ継続確認 

 

議案（5） 







21 

 

 

令和 6年度 逆井中学校生徒サポートの会役員候補者 

 役員選出のため選考委員会を設け、慎重に審議した結果、下記の方々を令和６年度役員として推

薦いたします。 

 

令和５年度役員選考委員長 佐原 和子 

 

役  職 氏  名 生徒名・学年・または役職 

会  長 下 藤  比呂美 健 斗  3学年 

副 会 長 武 藤  大 輔 奈 緒  3学年 

副 会 長 花 井  秀 次 彩 葉  1学年 

副 会 長 川 畑  麻 衣 玲 空 3学年 柚 葵 1学年 

副 会 長 影 山  昭 子 明日香  3学年 

会 長 補 佐 家 守  信 介 杏 奈  3学年 

会 長 補 佐 早 川  舞 子 大 翼  3学年 

会 長 補 佐 安 西  優 子 志 織  2学年 

会 長 補 佐 後 藤  貴 司 陵 人  1学年 

会 長 補 佐 仲 井  みずほ 龍 輝  1学年 

書 記 上 原  美由紀 智 也  3学年 

書 記 清 田  華 乃 稟 奈  2学年 

書 記 佐 藤  博 紀 教 務 主 任 

会 計 本 保  幸 代 玲 音  2学年 

会 計 竹 内  牧 子 愛 珠  2学年 

会計・事務局 安 井  遣 史 教     頭 

会 計 監 査 前 田  奈保子 友 花  3学年 

会 計 監 査 竜 崎  真 弓 飛 佑  3学年 

 

議案（8） 

議案（9） 

令 和 ６ 年 度  逆 井 中 学 校 生 徒 サ ポ ー ト の 会 顧 問 

安田 治之 （平成 30、31、令和元、2年度会長） 

野本 琢哉 （令和 3、4年度会長） 


